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資料編 

１ 第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定経過 

（１）介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会 

開催回 開催年月日 案件 内容 

第１回 令和５年 

５月 19日 

1. 令和４年度介護保険給付費の状

況報告について 

2. 令和４年度高齢者福祉事業につ

いて 

3. 令和５年度からの「高齢者福祉

事業のおしらせ」 

4. 令和４年度地域包括支援センタ

ー事業等について 

5. 令和５年度地域包括支援センタ

ー運営方針について(案) 

6. 令和５年度地域包括ケアシステ

ムの深化・推進について 

7. 介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査及び在宅介護実態調査報告 

8. 第９期横手市介護保険事業計

画・高齢者福祉計画策定につい

て 

○ 令和４年度の介護保険事

業及び高齢者福祉事業の

実施状況を報告し、令和５

年度の地域包括ケアシス

テムの深化・推進について

の考え方について説明し

た。 

○ 介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査及び在宅介護実

態調査の結果概要につい

て、調査業務受託者より説

明した。 

○ 第９期横手市介護保険事

業計画・高齢者福祉計画策

定の方向性や部会構成、協

議の進め方について、事務

局より説明した。 

第２回 令和５年 

９月 25日 

1. 第９期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画策定の中間報告につ

いて 

○ 各部会の事務局より、部会

の開催状況及び検討内容

について報告した。 

第３回 令和５年 

11月６日 

1. 第９期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画策定（素案）について 

○ 事務局より計画の全体像

とポイント、介護予防等に

係る重点取組事項、高齢者

福祉事業及び介護保険事

業の方向性について説明

し、協議を行った。 

第４回 令和６年 

３月８日 

1. 介護人材課題調査報告について 

2. 第９期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画について 

3. 令和６年介護保険事業及び地域

包括支援センター事業当初予算

（概要）について 

4. 令和５年度地域包括ケア事業の

進捗状況について 

5. 地域ケア推進会議について 

6. 横手市介護保険条例の一部改正

について 

○ 素案答申後の「第９期介護

保険事業計画・高齢者福祉

計画」の最終案について、

事務局から変更点を報告

し、承認された。 

○ 介護保険事業進捗状況及

び地域包括支援センター

事業の進捗状況、高齢福祉

事業の進捗状況、横手市介

護保険条例の一部改正に

ついて、事務局から報告

し、承認された。 
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（２）策定に係る作業部会 

① 介護保険部会 

開催回 開催年月日 案件 内容 

第１回 令和５年 

７月 21日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の概

要説明 

2. 第 9 期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画策定に係るスケジュ

ール等について 

3. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査概要と現在の進

捗状況について、調査業務

受託者から説明した。 

○ 事務局より、第 9期介護保

険事業計画策定について

のスケジュールや制度の

動き、準備基金の状況等に

ついて報告した。 

○ 各種事業について現状と

課題を確認し、今後の方向

性を協議、決定した。 

第２回 令和５年 

８月 21日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の結

果報告について 

2. 介護サービスの供給状況と課題

の確認について 

3. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査結果の概要につ

いて、調査業務受託者から

説明した。 

○ 事務局より、介護サービス

の供給状況等について報

告した。 

○ 第 1回部会での協議内容に

ついての再確認を行った。 

第３回 令和５年 

10月 23日 

1. サービス量と保険料の多段階実

施及び介護保険料の一次推計に

ついて 

2. 事業の現状と課題及び今後の方

向性について 

○ 事務局より、介護保険料の

推計方法、一次推計結果、

事業の実施状況に係る課

題と今後の方向性につい

て説明し、協議、決定した。 
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② 高齢者福祉部会 

開催回 開催年月日 案件 内容 

第１回 令和５年 

７月 20日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の概

要説明 

2. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査概要と現在の進

捗状況について、調査業務

受託者から説明した。 

○ 各種事業について現状と

課題を確認し、今後の方向

性を協議、決定した。 

第２回 令和５年 

８月８日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の結

果報告について 

2. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査結果の概要につ

いて、調査業務受託者から

説明した。 

○ 第１回部会で未検討だっ

た各種事業について現状

と課題を確認し、今後の方

向性を協議、決定した。 
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③ 介護予防・地域支援部会 

開催回 開催年月日 案件 内容 

第１回 令和５年 

７月 10日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の概

要説明 

2. 計画策定スケジュールについて 

3. 第 9 期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画の基本理念等につい

て 

4. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査概要と現在の進

捗状況について、調査業務

受託者から説明した。 

○ 事務局より、計画策定スケ

ジュールについて説明し

た。 

○ 事務局より次期計画の基

本理念等の検討状況を説

明したのち、基本理念につ

いて協議を行った。 

○ 各種事業について現状と

課題を確認し、今後の方向

性を協議、決定した。 

第２回 令和５年 

８月 21日 

1. 在宅生活改善調査等３調査の結

果報告について 

2. 第 9 期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画の基本理念等につい

て 

3. 事業ごとの現状と課題及び今後

の方向性について 

○ 在宅生活改善調査等３調

査の調査結果の概要につ

いて、調査業務受託者から

説明した。 

○ 事務局より、第 9期介護保

険事業計画・高齢者福祉計

画の基本理念等の方針に

ついて説明した。 

○ 各種事業について現状と

課題を確認し、今後の方向

性を協議、決定した。 

第３回 令和５年 

10月 20日 

1. 第 9 期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画における重点取組事

項について 

○ 事務局より、第 9期介護保

険事業計画・高齢者福祉計

画における重点取組事項

案について説明し、協議、

決定した。 
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２ 介護保険運営協議会・各部会委員名簿 

（１）介護保険運営協議会 

任期：令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

委員組織 氏名 所属 

１．被保険者を

代表する委

員 

長里 恒夫 第 1号被保険者代表 

安藤 一幸 第 1号被保険者代表 

後藤 薫 第 1号被保険者代表 

佐々木 俊吉 第 1号被保険者代表 

鈴木 るみ子 第 2号被保険者代表 

菊地 浩記 第 2号被保険者代表 

高木 郁子 第 2号被保険者代表 

黒政 啓子 第 2号被保険者代表 

２．介護サービ

スに関する

事業に従事

する委員 

佐々木 正人 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホーム平寿苑 施設長） 

佐藤 公法 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホームすこやか横手 施設長） 

大山 育子 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホームさくら 施設長） 

和賀 典子 
横手市グループホーム情報交換会推薦 

（有限会社秋田しゃぼんサービス 専務） 

日野 勝 
横手市社会福祉協議会推薦 

（横手市社会福祉協議会本部 事務局長） 

堀江 一成 
秋田県ヘルパー協議会推薦 

（ホームヘルプかまくら 管理者） 

石橋 裕子 
県南地区介護支援専門員協会推薦 

(りんごの里福寿園居宅介護支援センター 管理者） 

塚本 信太郎 
県南地区介護支援専門員協会推薦 

(すこやか横手居宅介護支援センター 管理者） 

３．保健、福祉

及び医療に

関し学識又

は経験を有

する委員 

荻原 忠 横手市医師会推薦 

◎西成 忍 横手市医師会推薦 

〇高橋 晶 横手市医師会推薦 

小野 剛 横手市医師会推薦 

石成 勉 横手市歯科医師会推薦 

細谷 養幸 横手市歯科医師会推薦 

齊藤 孝則 民生児童委員協議会推薦 

※ ◎印：会長、○印：副会長 
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（２）策定に係る作業部会 

部会名 氏名 所属 

①介護保険部会 〇西成 忍 横手市医師会推薦 

長里 恒夫 第 1号被保険者代表 

菊地 浩記 第 2号被保険者代表 

高木 郁子 第 2号被保険者代表 

佐々木 正人 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホーム平寿苑 施設長) 

佐藤 公法 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホームすこやか横手 施設長） 

大山 育子 
秋田県老人福祉施設協議会横手市ブロック老連協推

薦（特別養護老人ホームさくら 施設長） 

細谷 養幸 横手市歯科医師会推薦 

②高齢者福祉部

会 
〇高橋 晶 横手市医師会推薦 

佐々木 俊吉 第 1号被保険者代表 

鈴木 るみ子 第 2号被保険者代表 

和賀 典子 
横手市グループホーム情報交換会推薦 

（有限会社秋田しゃぼんサービス 専務） 

日野 勝 
横手市社会福祉協議会推薦 

（横手市社会福祉協議会本部 事務局長） 

堀江 一成 
秋田県ヘルパー協議会推薦 

（ホームヘルプかまくら 管理者） 

石成 勉 横手市歯科医師会推薦 

齊藤 孝則 民生児童委員協議会推薦 

③介護予防・ 

地域支援部会 
〇荻原 忠 横手市医師会推薦 

安藤 一幸 第 1号被保険者代表 

後藤 薫 第 1号被保険者代表 

黒政 啓子 第 2号被保険者代表 

石橋 裕子 
県南地区介護支援専門員協会推薦 

(りんごの里福寿園居宅介護支援センター 管理者） 

塚本 信太郎 
県南地区介護支援専門員協会推薦 

(すこやか横手居宅介護支援センター 管理者） 

小野 剛 横手市医師会推薦 

※ 〇印：部会長 
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３ 本計画の指標体系 

（１）本計画全体の目標指標（成果指標） 

目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

平均自立期間 男性 79.4 歳 

女性 83.6 歳 

令和 5 年公表値 上昇 国保データベース

（KDB） 

主観的健康観の高い 

高齢者割合 

76.5% 令和 4 年 上昇 介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

主観的幸福感の高い 

高齢者割合 

40.4% 令和 4 年 上昇 介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

 

 

（２）施策の柱ごとの目標指標（成果指標） 

目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

施策の柱１ 自立支援・重度化防止の推進 

（介護予防・健康づくり・介護予防ケアマネジメント・社会参加） 

 調整済み重度認定率 7.7% 令和 5 年 

3 月末 

低下 「見える化」シス

テム 

調整済み軽度認定率 11.2% 令和 5 年 

3 月末 

低下 「見える化」シス

テム 

要支援認定者の 

1 年後の重度化率 

要支援 1 30.0% 令和 4 年度 低下 国保データベース

（KDB） 要支援 2 24.0% 令和 4 年度 

新規要支援・要介護認定者の平

均年齢 

82.7 歳 令和 4 年度 上昇 「見える化」シス

テム 

施策の柱２ 在宅医療の充実と医療介護の連携推進 

 人生の最終段階の医療・療養に

ついて話し合った方の割合 

43.2% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

要支援・要介護認定者のうち訪

問診療を利用している方の割合 

（要介護 3 以上） 

24.5% 令和 4 年度 上昇 在宅介護実態調査 

施策の柱３ 認知症との共生と予防 

 在宅生活を継続するにあたり認

知症状への対応を不安と感じて

いる介護者の割合 

27.8% 令和 4 年度 低下 在宅介護実態調査 

認知症相談窓口を知っている方

の割合 

29.2% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

施策の柱４ 地域ネットワークの充実及び共に支え合う地域づくりの推進 

 介護保険サービス以外の支援を

活用している方の割合 

34.4% 令和 4 年度 上昇 在宅介護実態調査 

家族や友人・知人以外で、何か

あったときに相談する相手がい

ない方の割合 

31.3% 令和 4 年度 低下 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 
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目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

施策の柱５ 在宅生活支援の充実 

 施設等への入所・入居を検討し

ていない高齢者の割合 

58.6% 令和 4 年度 上昇 在宅介護実態調査 

施設等への入所待機者数 340 人 令和 4 年度 減少 介護保険施設入所

申込者数調べ 

在宅生活の継続のために外出同

行支援（通院、買物など）が必

要と考える高齢者の割合 

20.4% 令和 4 年度 低下 在宅介護実態調査 

施策の柱６ 介護給付等の対象サービスの充実とサービス提供体制の整備 

 介護給付費の計画値に対しての

支出割合 

93.5% 令和 4 年度 95.5%以上 横手市まるごと福

祉課調べ 

 

 

（３）取組施策ごとの目標指標（成果指標） 

目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

施策の柱１ 自立支援・重度化防止の推進 

（介護予防・健康づくり・介護予防ケアマネジメント・社会参加） 

取組施策１ 高齢者の実態把握 

 要支援・要介護認定を受けた方

で、介護サービス（住宅改修、福

祉用具貸与・購入以外）を利用

していない方の割合 

36.5% 令和 4 年度 低下 在宅介護実態調査 

取組施策２ リエイブルメント（再自立）の推進 

 1 年間で転んだ高齢者の割合

（75 歳以上） 

16.4% 令和 5 年度 低下 国保データベース

（KDB） 

週 1 回は外出している高齢者

の割合 

92.4% 令和 5 年度 上昇 国保データベース

（KDB） 

取組施策３ 介護予防・健康づくりの習慣化に向けたセルフケアの推進 

 ウォーキング等の運動を週一

回以上している高齢者の割合

（75 歳以上） 

52.5% 令和 5 年度 上昇 国保データベース

（KDB） 

取組施策４ 社会参加の促進 

 月１回以上地域での活動に参

加している高齢者の割合 

11.2% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

施策の柱２ 在宅医療の充実と医療介護の連携推進 

取組施策５ 在宅医療・介護の普及促進 

 退院退所加算の算定回数（10

万対） 

1,300.2 回 令和 4 年度 増加 「見える化」シス

テム 

施策の柱３ 認知症との共生と予防 

取組施策６ 認知症との共生 

      ① 普及啓発・本人発信  ②医療・ケア・介護者への支援 

 自分や家族が認知症になった

場合に近所の方に知ってもら

おうと思う高齢者の割合 

68.0% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 
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目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

取組施策７ 認知症の予防 

 認知症予防教育参加人数 1,874 人 令和 4 年度 2,100 人 横手市健康推進課

調べ 

取組施策８ 認知症見守り体制の充実 

 見守りネットワーク協力事業

所の登録数 

120 令和 4 年度 増加 横手市まるごと福

祉課調べ 

施策の柱４ 地域ネットワークの充実及び共に支え合う地域づくりの推進 

取組施策９ 地域包括支援センターの機能強化 

 家族や友人・知人以外の相談先

として地域包括支援センターを

あげた人の割合 

13.3% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

取組施策１０ 地域における包括的な支援の充実 

 「介護保険サービス以外の支

援の選択肢が増えた」と回答

する参加者の割合 

(令和 6 年

度調査 

実施) 

令和 6 年度 上昇 地域ケア会議参加

者アンケート 

取組施策１１ 生活支援体制整備の推進 

 社会資源の活用例を交えた冊

子の作成（インフォーマルサ

ービスや民間サービスの地域

資源の把握・更新） 

(令和 6 年

度実施) 

令和 6 年度 1 回 

／年度 

横手市まるごと福

祉課調べ 

取組施策１２ 権利擁護に係る横断的な課題解決に向けた取り組みの推進 

 成年後見制度を知っている高

齢者の割合 

43.5% 令和 4 年度 上昇 介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

取組施策１３ 敬老意識の醸成 

 地域における敬老事業活動数 40 団体 令和 5 年 

10 月 

150 団体 横手市まるごと福

祉課調べ 

施策の柱５ 在宅生活支援の充実 

取組施策１４ 見守り体制の強化 

 施設等への入所・入居の検討を

していない高齢者の割合 

58.6% 令和 4 年度 上昇 在宅介護実態調査 

取組施策１５ 生活支援サービスの充実 

 在宅生活の継続のために充実

が必要な支援・サービスが特

にないと回答する高齢者の割

合 

34.6% 令和 4 年度 上昇 在宅介護実態調査 

施策の柱６ 介護給付等の対象サービスの充実とサービス提供体制の整備 

取組施策１６ 介護保険制度の適切な運営 

 民生委員研修会、市民後見人

養成研修会、ケアマネジャー研

修会への参加 

市民後見

人養成研

修会：1 回 

ケアマネ

ジャー研

修会：1 回 

令和 5 年度 各 1 回 

／年度 

横手市まるごと福

祉課調べ 
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目標指標 現状値（時点） 目指す 

方向性 
出典 

取組施策１６ 介護保険制度の適切な運営 

 認定調査員研修会の開催 2 回 令和 5 年度 2 回 

／年度 

横手市まるごと福

祉課調べ 

各種研修会での制度説明の実

施回数 

0 回 令和 5 年度 増加 横手市まるごと福

祉課調べ 

取組施策１７ 給付の適正化 

 ケアプランの点検（調査件

数） 

15 件 令和 4 年度 15 件 横手市まるごと福

祉課調べ 

住宅改修・特定福祉用具購入

の点検（申請受付時の点検） 

全件数 令和 4 年度 全件数 横手市まるごと福

祉課調べ 

取組施策１８ 介護職員の確保・定着と人材の育成 

 小・中学生、高校生への事業

周知 

（令和 6

年度 

実施） 

令和 6 年度 3 校 

／年度 

横手市まるごと福

祉課調べ 

生産性向上にかかる情報収

集・情報発信 

随時 令和 5 年度 継続 横手市まるごと福

祉課調べ 

ホームページに公開した質問

に対する回答へのアクセス数 

― 

(令和 6 年

度末に取

得) 

令和 6 年度 増加 横手市まるごと福

祉課調べ 

取組施策１９ 介護事業所に向けた支援の充実 

 質問票のデータ整理、ホーム

ページ上での公開 

データ整

理のみ 

実施 

令和 5 年度 
全質問 

掲載 

横手市まるごと福

祉課調べ 

福祉避難所設置・運営連絡会

議 

1 回 令和 5 年度 1 回 

／年度 

横手市まるごと福

祉課調べ 

事業所の事業継続計画の策定

状況確認 

40 ケ所 令和 5 年度 全事業所

で確認 

横手市まるごと福

祉課調べ 

※ 取組施策 20 低所得者の負担軽減には、目標指標（成果指標）を設定していません。 
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（４）各事業等の目標指標（活動指標） 

取組事業等 概要 

施策の柱１ 自立支援・重度化防止の推進 

（介護予防・健康づくり・介護予防ケアマネジメント・社会参加） 

取組施策１ 高齢者の実態把握 

 介護予防把握事業 閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握

し、住民主体の介護予防活動へつながることを目的とする。 

取組施策２ リエイブルメントの推進 

 訪問型サービスＣ 基本チェックリストで「虚弱」「栄養状態」「口腔機能」の

いずれかに該当した方に保健師等が訪問し必要な相談・指

導等を行う。 

（対象）事業対象者、要支援認定者 

（内容）運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善等のプログ

ラム 

（期間）３～６か月間の短期集中予防サービス 

通所型サービスＣ 生活機能を改善するための運動器等の機能向上や栄養改

善等のプログラムを実施する短期集中予防サービスで、保

健・医療の専門職が指導する。 

（対象）事業対象者、要支援１，２認定者 

（内容）運動機能向上、口腔機能向上、認知機能向上、うつ・

閉じこもり予防、栄養改善等のプログラム 

（期間）３～６か月間の短期集中予防サービス 

（会場）委託契約事業所市内３か所 

介護予防ケアマネジメント事業 介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になること

をできる限り防ぐ」「要支援・要介護状態になっても状態が

それ以上に悪化しないようにする」ために、要支援者等に対

して、心身の状況、置かれている環境に応じて、総合事業に

位置づけられる通所型サービス、訪問型サービス、その他生

活支援サービスを基に、介護予防が包括的かつ効率的に実

施されるように支援する。 

地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知見を有するもの

が、高齢者の能力を評価し改善を図るなど、地域包括支援セ

ンターと連携しながら、通所系サービス、訪問系サービス、

地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等

の介護予防の取り組みを総合的に支援するもの。 

取組施策３ 介護予防・健康づくりの習慣化に向けたセルフケアの推進 

 介護予防普及啓発事業 住民一人ひとりに介護予防の基本的な知識をもってもら

うために、地域の集いの場（健康の駅、いきいきサロン、各

種イベント等）で出前講座等を開催し、他機関と連携し広く

介護予防の普及啓発を図る。地域における自主的な介護予

防のための支援を行う。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

 

保健部局（各種健診、訪問活動、フレイル健診

等）と連携による把握 
把握 把握 把握 

民生委員等からの情報共有による把握 把握 把握 把握 

本人、家族からの相談による把握 把握 把握 把握 

医療機関と連携し把握 把握 把握 把握 

集いの場に参加できなくなった人のアウトリ

ーチの実施 
8 地域 8 地域 8 地域 

要支援１，２認定者のうち介護保険サービス未

利用者のアウトリーチの人数 
20 人 20 人 20 人 

 

受託事業所 市内 3 ケ所 市内 4 ケ所 市内 5 ケ所 

対象者の利用率 85.0% 85.0% 85.0% 

委託事業所との情報交換 2 回 2 回 2 回 

委託事業所数 4 ケ所 4 ケ所 4 ケ所 

自立支援型地域ケア会議 4 回/8 事例 4 回/12 事例 4 回/12 事例 

介護予防ケアマネジメント研修会 1 回 1 回 1 回 

介護予防の習慣化 継続実施率 60.0% 継続実施率 60.0% 継続実施率 60.0% 

在宅・施設での生活支援を担う介護職のリハビ

リ技術向上 

「現場で生かせる

技術等が習得でき

た」との回答

60.0％ 

「現場で生かせる

技術等が習得でき

た」との回答

62.0％ 

「現場で生かせる

技術等が習得でき

た」との回答

64.0％ 

介護予防とリエイブルのプロセス全体におけ

るリハビリテーションの考え方の浸透 

「参考になった」

との回答 60.0％ 

「参考になった」

との回答 62.0％ 

「参考になった」

との回答 64.0％ 

 

出前講座の実施回数 380 回 380 回 380 回 

出前講座の参加人数（延） 3,500 人 3,500 人 3,500 人 
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取組事業等 概要 

 中小規模健康の駅事業 【中規模健康の駅】 

地域活動と連携した地域ぐるみの健康づくりを支援す

る。地区交流センターなどを会場に健康講話、運動指導、栄

養実習・栄養講話、高精度体組成計による身体測定などを実

施する。 

【小規模健康の駅】 

地域の顔なじみの仲間との交流や健康づくりを支援す

る。町内会館などを会場に健康講話、運動指導、栄養講話、

高精度体組成計による身体測定などを実施する。 

 70 歳からのらくらく運動教室 東部トレーニングセンターで実施する教室。 

個々のライフスタイルに適した健康管理や生活習慣改善

への取り組みを支援する。また、介護予防や認知機能の低下

を予防し、健康寿命の延伸につなげる。 

健康講話、栄養指導、高精度体組成計による身体測定、体

力測定、ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング、脳ト

レ、らくらく体操などを実施している。 

【新】民間企業との連携による介護予防事

業 
― 

取組施策４ 社会参加の促進 

 地域介護予防活動支援事業 年齢や心身の状況等によって高齢者をわけ隔てることな

く、誰でも一緒に参加できる介護予防活動の地域展開を目

指して、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じ

て効果的かつ効率的に支援する。 

 生活支援体制整備事業 個人的要因または環境的要因によって生活行為動作

（IADL）が低下しても、できるだけ長く本人の望む暮らし

（日常生活）の継続を実現するために、生活支援を整備する

事業。 

地域においてどのような困りごとがあり、どのような支

援によって望む暮らしの実現を目指すかを検討、整備する

ために「生活支援コーディネーター（エリアマネージャー）」

を、各地域には「生活支援協議体」を設置し、地域課題の深

堀や、それによって検討された支援を創出している。 

 通所型サービスＢ 地域で住民の自主活動として行う運動など、自主的な通

いの場を提供する団体等に補助を行う。 

 老人クラブ活動支援事業 身近な自主活動団体である単位老人クラブに補助金を交

付し、活動の活性化を図り、生きがいづくりに結び付ける。 

R4 年度 クラブ数：106、会員数：3,093 人 

施策の柱２ 在宅医療の充実と医療介護の連携推進 

取組施策５ 在宅医療・介護の普及促進 

 在宅医療・介護連携推進事業 医療や介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域

で安心して自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる

よう、医療、介護の連携など、多職種連携の強化を進め、必

要なケアを一体的に提供することができる体制を構築す

る。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

中規模駅 24 ケ所 25 ケ所 26 ケ所 

小規模駅 74 ケ所 76 ケ所 78 ケ所 

中規模延利用者 3,200 人 3,400 人 3,600 人 

小規模延利用者 6,000 人 6,200 人 6,400 人 

参加実人数（年 2 期実施） 20 人 20 人 20 人 

実施回数 16 回 16 回 16 回 

― ― ― ― 

 

既存サポーターの活動支援 

具体的な活動を展

開するサポーター

数 前年比 5.0％

増 

具体的な活動を展

開するサポーター

数 前年比 5.0％

増 

具体的な活動を展

開するサポーター

数 前年比 5.0％

増 

生活支援コーディネーターとの定期情報交換 

SC 活動報告によ

る評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

SC 活動報告による

評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

SC 活動報告による

評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

地域ケア会議や各種研修への参加による他専

門職とのネットワーク構築 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

通いの場の活動回数 600 回 600 回 600 回 

通いの場への参加者数 6,000 人 6,000 人 6,000 人 

アンケート実施 1 回 1 回 1 回 

クラブ数 100 団体 90 団体 80 団体 

会員数 3,500 人 3,400 人 3,300 人 

 

 

多職種による全体研修 1 回 1 回 1 回 

看護職や MSW 等、職種別の意見交換 5 回 5 回 5 回 

ケアマネと看護職等、専門職を組み合わせた意

見交換 
3 回 3 回 3 回 

一般市民への普及啓発 8 地域 8 地域 8 地域 
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取組事業等 概要 

施策の柱３ 認知症との共生と予防 

 

取組施策６ 認知症との共生  

①普及啓発・本人発信 ②医療・ケア・介護者への支援 

 認知症サポーター養成 講師役である「キャラバン・メイト」が、地域や職域団体・

学校等を対象に認知症の正しい知識やつきあい方について

講義を行う。認知症サポーターは、認知症について正しく理

解し偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る「応援

者」となり、近所等で気になることがあればさりげなく見守

り、困っている人がいたら手助けすることができる。 

 認知症総合支援事業  認知症が疑われる人および認知症の人の意思が尊重さ

れ、本人や家族ができる限り住み慣れた地域で、安心し

て暮らし続けることができるよう、認知症による症状の

悪化防止等総合的な支援を行う。 

 認知症初期集中支援チームの設置や認知症地域支援・ケ

ア向上のため認知症地域支援推進員の配置、認知症カフ

ェの開設などの取り組みを行い、認知症の人への支援体

制を構築するとともにケアの向上を図る。 

取組施策７ 認知症の予防 

 認知症予防事業 認知症予防について一人一人が意識した生活（予防行動）

ができるように、地域で脳はつらつ講座や認知症予防につ

ながるような健康教育や健康相談を実施している。脳はつ

らつ講座は介護認定を受けていない高齢者を対象に５回コ

ースで各８地域で実施している。運動、栄養、レクリエーシ

ョン等多角的な内容で楽しみながら認知症予防について取

り組んでいただく。 

取組施策８ 認知症見守り体制の充実 

 認知症サポーター活動支援 地域や職域における理解者となる認知症サポーターの養

成に加え、認知症本人家族の困りごとを把握し、支援の担い

手となりうるオレンジサポーターの養成を行う。 

 認知症高齢者見守り事業 地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的と

し、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期に発

見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識あ

るボランティア等による見守りを行う。 

施策の柱４ 地域ネットワークの充実及び共に支え合う地域づくりの推進 

 

取組施策９ 地域包括支援センターの機能強化 

 総合相談支援の充実 

【総合相談支援事業】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、地域における関係者とのネットワークを構築するとと

もに、高齢者の心身の状態や生活実態、必要な支援等を幅広

く把握し、相談を受け、地域における適切な保健･医療･福祉

サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 

 包括的・継続的ケアマネジメント体制の充実

【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、地域において、多職種相互の協働等により連携し、包括

的かつ継続的に支援していく。また、個々の介護支援専門員

に対する支援を行う。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

 

認知症サポーター養成講座（小学校）の開催 14 校 14 校 14 校 

認知症サポーター養成講座（地域、事業等）の

開催 
継続 継続 継続 

キャラバン・メイト新規登録者数 2 人 2 人 2 人 

フォローアップ講座開催数 2 回 2 回 2 回 

認知症初期集中支援で医療・介護サービスにつ

ながった者の割合 
100.0% 100.0% 100.0% 

認知症地域支援推進員研修会受講者数 2 人 2 人 2 人 

認知症カフェの運営 継続 継続 継続 

物忘れ相談会の開催数 8 地域 8 地域 8 地域 

チームオレンジの設置 1 チーム 1 チーム 1 チーム 

 

脳はつらつ講座 8 地域 8 地域 8 地域 

認知症予防教育参加人数 1,900 人 2,000 人 2,100 人 

 

ステップアップ講座の開催 1 回 1 回 1 回 

見守りネットワーク協力事業所数 140 150 160 

徘徊見守り講座の開催 8 地域 8 地域 8 地域 

協力事業所への養成講座開催数 2 回 2 回 2 回 

 

 

住民主体会合への参加 継続 継続 継続 

総合相談窓口の周知 継続 継続 継続 

民生委員との意見交換 継続 継続 継続 

在宅介護支援センターとの意見交換 継続 継続 継続 

４医療機関との意見交換 継続 継続 継続 

居宅介護支援事業所との意見交換 継続 継続 継続 

地域ケア会議での多職種連携強化 継続 継続 継続 

支援困難型地域ケアの開催 44 回 55 回 55 回 

包括的、継続的ケアマネジメント研修会 1 回 1 回 1 回 

在宅介護支援センターとの情報交換 2 回 2 回 2 回 

ケース検討会 随時 随時 随時 
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取組事業等 概要 

取組施策１０ 地域における包括的な支援の充実 

 地域ケア会議の開催 横手市の目指す姿とその方針の共有を図り、事例検討か

ら見えた地域課題の把握や課題解決を目指すために、多職

種が集う地域ケア会議を開催する。 

多職種間のネットワーク構築や必要な資源の開発や活

用、政策形成を推進する。 

取組施策１１ 生活支援体制整備の推進 

 生活支援体制整備事業【再掲】 個人的要因または環境的要因によって生活行為動作

（IADL）が低下しても、できるだけ長く本人の望む暮らし

（日常生活）の継続を実現するために、生活支援を整備する

事業。 

地域においてどのような困りごとがあり、どのような支

援によって望む暮らしの実現を目指すかを検討、整備する

ために「生活支援コーディネーター（エリアマネージャー）」

を、各地域には「生活支援協議体」を設置し、地域課題の深

堀や、それによって検討された支援を創出している。 

取組施策１２ 権利擁護に係る横断的な課題解決に向けた取り組みの推進 

 権利擁護事業 高齢者虐待･消費者被害･困難な事例等の状況にある高齢

者が、地域において尊厳のある生活を維持し安心して生活

を行うことができるよう、専門的･継続的な視点から高齢者

の権利擁護のための必要な支援を行う。 

 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族等に

対して、成年後見制度の説明や申立てに当たっての関係機

関の紹介等を行う。 

申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があ

っても申立てを行う意思がない場合で、成年後見の利用が

必要と認める場合、速やかに市町村の担当部局に当該高齢

者の状況等を報告し、市町村申立てにつなげる。 

市民後見推進事業 親族等による支援が困難な方の増加が見込まれることか

ら、日常的な金銭管理等の権利擁護を行う市民後見候補者

を養成しその活動を支援する。また、養成研修やフォローア

ップ研修の充実を図る。 

介護相談員派遣事業 

 

【趣旨】介護相談員が、介護サービス施設等に訪問し、利用

者の疑問や不満、不安を受け付け、介護サービス事業者との

橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの資質向上

につなげる事業 

【現状】6 名の介護相談員（内ボランティア 4 人）が活動 

 

・実施している自治体は全国で 27％、県内では湯沢市と当

市が実施している。 

取組施策１３ 敬老意識の醸成 

 敬老事業補助金  地域における敬老意識の醸成を目的として、75 歳以上の

高齢者を対象とした敬老事業を実施する団体（自治会、婦人

会、共助組織等）へ補助金を交付する。 

対象事業：公民館での会食、運動会などの世代間交流イベン

ト、防災・介護予防などの講習会など。 

※敬老会からの移行事業 

 長寿祝金支給事業 長寿を祝い、100 歳に達した方に祝金 10 万円（商品券）

と賀詞、88 歳に達した方に賀詞をそれぞれ贈呈する。 

※R5 年度から、88 歳の祝金を廃止 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

自立支援型ケア会議（事例） 4 回/8 事例 4 回/12 事例 ４回/12 事例 

支援困難型ケア会議 44 回 55 回 55 回 

圏域型会議開催 3 回 3 回 3 回 

地域ケア推進会議 1 回 1 回 1 回 

 

生活支援コーディネーターとの定期情報交換 

SC 活動報告による

評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

SC 活動報告による

評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

SC 活動報告による

評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

地域ケア会議や各種研修への参加による 

他専門職とのネットワーク構築 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

他専門職とのネッ

トワーク構築につ

いて SC 活動報告

による評価 

（定期的な実績報

告によるモニタリ

ング実施） 

 

権利擁護の普及啓発研修・説明会 3 回 3 回 3 回 

消費者被害情報の発信・共有 24 回 24 回 24 回 

普及啓発研修･説明会 2 回 2 回 2 回 

養成研修修了者 5 人 5 人 5 人 

フォローアップ研修受講者 20 人 20 人 20 人 

名簿登録者 30 人 30 人 30 人 

普及啓発研修・説明会 2 回 2 回 2 回 

アンケート調査 1 回 1 回 1 回 

相談員研修 3 回 3 回 3 回 

相談だよりの発行 4 回 4 回 4 回 

実績報告書 1 回 1 回 1 回 

 

補助金活用団体 150 団体 150 団体 150 団体 

祝金等の贈呈 対象者全員へ贈呈 対象者全員へ贈呈 対象者全員へ贈呈 
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取組事業等 概要 

施策の柱５ 在宅生活支援の充実 

取組施策１４ 見守り体制の強化 

 緊急時あんしんバトン配付事業 一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、障がい者世帯等を

対象に、緊急時の連絡先やかかりつけ医などを記載する情

報用紙と保管容器（あんしんバトン）を配布し、災害発生時

や急病等の身元確認、救急隊への情報伝達の迅速化を図る。

事業開始時からの延べ配布数は 1,863 件である。 

 見守り安心事業 一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯等を対象に、自宅の

トイレに通信機能付きの電球を設置し、一定時間、点灯・消

灯の操作が無い場合に緊急連絡先へ通報するシステムを利

用して、日常的な見守りを行う。 

※緊急通報・ふれあい安心電話システム推進事業からの移

行事業 

 避難行動要支援者名簿整備事業 地域防災計画で定められている「避難行動要支援者」か

ら名簿登載の同意を得て名簿を作成し、避難支援等関係者

（町内会、民生児童委員・消防・警察・社会福祉協議会）へ

名簿提供することで、普段からの見守りや災害時の速やか

な避難支援に役立てる。 

 緊急時一時保護事業 やむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護サ

ービスを利用することが著しく困難な高齢者を対象に、必

要と認めたときは一時的に居宅サービスの提供や特別養護

老人ホーム等への入所措置を行う。 

取組施策１５ 生活支援サービスの充実 

 交通助成券交付事業 自家用車を持たない世帯の 75歳以上の高齢者を対象に、

市内の交通機関で使用できる交通助成券を交付する。 

【交付金額】年間 3,000 円 

【使用できる交通機関】タクシー、デマンドタクシー、路線

バス、循環バス、代替交通、介護タクシー 

 移送サービス事業 おおむね 65 歳以上の寝たきり高齢者等で、座位が取れず

一般の介護タクシー等の利用が困難な方を対象に、通院ま

たは入退院時に移送用車両により送迎する。 

利用者負担は片道 1 回あたり課税世帯 3,000 円、非課税

世帯 2,000 円。 

 運転免許自主返納サポート制度 

【担当課：総務企画部経営企画課】 

運転免許証を自主返納された方へ、市内の公共交通で利

用できる「横手市公共交通回数券（12,000 円分）」を配付。

(配付はお一人 1 回限り) 

対象者は平成 30年 4月 1日以降に運転免許証を自主的に

返納された市民。 

 配食サービス事業 要支援者等に対し栄養バランスのとれた食事を提供し、

配達時に当該要支援者等の安否を確認する。 

介護用品支給券支給事業 要介護 3～5と認定された高齢者を在宅介護している世帯

に、紙おむつ等の介護用品を購入できる「介護用品支給券」

を交付する。（非課税世帯：月額 5,500 円、均等割のみ課税

世帯：月額 4,000 円、所得割課税世帯：月額 2,500 円） 

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 高齢者の健康保持と増進を図るため、75 歳以上の方を対

象に、市登録の施術所で利用できる「はり・きゅう・マッサ

ージ施術券」を年 12 枚（施術 1 回あたり 1,000 円の助成）

交付する。 

※R5 年度より対象年齢を 75歳以上とする。 

一人暮らし高齢者等雪下ろし雪寄せ支援事

業 

65 歳以上の高齢者世帯等（障がい者、母子世帯を含む）

で、除排雪作業が困難であり、親族や近隣等からの援助が得

られない方を対象に、自宅玄関前の除雪や、屋根の雪下ろし

を行う事業者等をあっせんし、所得に応じて費用の一部を

助成する。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

総配付数 2,200 2,400 2,600 

設置件数 500 件 500 件 500 件 

名簿登載同意率 55.0% 60.0% 65.0% 

個別計画作成件数 600 件 700 件 800 件 

必要に応じて、緊急的に入所措置等を行う 継続 継続 継続 

 

利用者数 8,000 人 8,000 人 8,000 人 

利用者数 

（R07 年度から対象者を拡充した場合） 
70 人 200 人 200 人 

― ― ― ― 

ハイリスク者への栄養指導 10 件 10 件 10 件 

交付世帯数 500 世帯 500 世帯 500 世帯 

対象年齢 75 歳以上 75 歳以上 75 歳以上 

交付枚数 12 枚 12 枚 12 枚 

利用世帯数 雪寄せ 500 世帯 500 世帯 500 世帯 

利用世帯数 雪下ろし 700 世帯 700 世帯 700 世帯 
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取組事業等 概要 

 移動手段支援事業 市内を面的にカバーする重要な公共交通としてタクシー

車両を用いた横手デマンド交通を、また、横手駅を中心とし

た市街地の一部を循環する横手市循環バスの運行をそれぞ

れ行っている。高齢者の方々の通院や買い物など日常生活

における交通手段の一つとなっている。 

 訪問介護相当サービス 市の指定事業者が、訪問介護員による短時間の生活援助

等を提供する。 

 訪問型サービス A 介護予防訪問介護相当サービスの指定基準を緩和し、市

指定事業者が「身体介護を行わないこと」及び「訪問介護員

以外の従事者（市指定研修の修了者）によるサービス提供」

を主眼に置いて提供するサービス。 

訪問型サービスＢ 高齢者の日常生活を支援するために、地域で活動する住

民主体の自主活動として行う生活援助等のサービスを提供

する団体等に補助（助成）を行う。 

訪問型サービス D 

 

サロンや通所型のサービスへの送迎を、サービス等を運

営する主体とは別の主体が行う場合に、運営のための事業

経費の一部を補助するなど必要な体制の整備を実施するこ

とで、高齢者等の移動を支援する団体等を確保し、高齢者の

外出を促す。 

通所介護相当サービス 

 

市の指定事業者が、生活機能向上のための機能訓練等の

サービスを提供する。 

通所型サービス A 

 

介護予防通所介護相当サービスの指定基準を緩和し、市

指定事業者が「入浴、排泄、食事等の介助を行わないこと」

及び「運動機能や生活機能を向上させる内容のサービス提

供」を主眼に置いて提供するサービス。 

施策の柱６ 介護給付等の対象サービスの充実とサービス提供体制の整備 

取組施策１６ 介護保険制度の適切な運営 

 制度周知と利用者理解 市ホームページや広報、介護保険制度を分かりやすく解

説したパンフレット等を作成・配付し、制度の普及や理解の

促進につなげる。 

 要介護認定の適正化 調査の実施が市または委託に関わらず、その認定調査の

実施について、実際の調査従事者以外の職員が確認を実施

し、適正、公平な要介護認定の確保につなげている。 

取組施策１７ 給付の適正化 

 ケアプランの点検 居宅介護支援事業所のケアプランについて、適正な給付

管理及び自立支援の観点から、プランの作成過程や、サービ

スを位置付けた理由等について、訪問・書類審査等にて点検

を実施する。 

 住宅改修・特定福祉用具購入の点検 利用者ニーズに対して適切かどうかについての点検を行

い、疑義のあるケースについて訪問による現況確認を実施

する。 

 福祉用具貸与に関する調査 国保連合会の介護給付適正化システムから提供される情

報の活用や、実地指導やケアプラン点検等を通じて、適切な

貸与であるか確認する。 

取組施策１８ 介護職員の確保・定着と人材の育成 

 介護現場の生産性の向上の推進 介護保険事業運営のための指定基準や介護報酬請求につ

いての正しい理解と介護サービス事業者や介護支援専門員

の更なる資質向上に寄与するため、連絡会や研修・講習会の

開催、周知指導、情報提供を行い、利用者に対して適正で質

の高いサービス提供につなげる。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

デマンド 48,200 人 48,200 人 48,200 人 

循環バス 53,000 人 53,000 人 53,000 人 

― 204 人 204 人 204 人 

― 0 人 0 人 0 人 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― 1,000 人 500 人 500 人 

― 200 人 200 人 200 人 

 

 

民生委員研修会への参加 1 回 1 回 1 回 

市民後見人養成研修会への参加 1 回 1 回 1 回 

ケアマネジャー研修会への参加 1 回 1 回 1 回 

制度改正や取り組みについて HP へ公開 随時 随時 随時 

認定調査結果の点検 全調査件数 全調査件数 全調査件数 

認定調査員研修会開催 2 回 2 回 2 回 

 

調査事業所数 5 事業所 5 事業所 5 事業所 

調査件数 15 件数 15 件数 15 件数 

申請受付時の点検 全申請数 全申請数 全申請数 

住宅改修・福祉用具購入の点検 

(ケアプラン点検に含む) 
3 件 3 件 3 件 

申請受付時の点検 全申請数 全申請数 全申請数 

福祉用具貸与に関する調査 

(ケアプラン点検に含む) 
5 件 5 件 5 件 

 

小・中学生、高校生への事業周知 3 校 3 校 3 校 

生産性向上にかかる情報収集 随時 随時 随時 

生産性向上にかかる相談受付 随時(件数) 随時(件数) 随時(件数) 

質問票のデータ整理・HP 公開 全質問件数 全質問件数 全質問件数 
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取組事業等 概要 

取組施策１９ 介護事業所に向けた支援の充実 

 介護事業所への災害対策・感染症対策の 

情報提供 

第８期計画の項目にはないが、令和３、4 年度にかけて発

症した、新型コロナウイルス感染症の対応において、これま

で経験の無い事態に遭遇しながらも、国・県からの情報を積

極的に収集し、事態の収束を図った。(実績を記載) 

取組施策２０ 低所得者の負担軽減 

 高額介護サービス費・高額医療・高額介護 

合算制度 

 

利用者の所得状況に応じ、１か月ごとの利用者負担の合

計額が一定の上限を超えた場合に、高額介護サービス費と

してその超えた額を支給する。 

同じ世帯で医療保険と介護保険にかかる自己負担額が高

額になった場合は、双方の自己負担額を合算し、申請により

限度額を超えた額を支給する。 

 特定入所者介護サービス費 

 

市民税非課税世帯で預貯金等が一定額以内（いずれも同

一世帯に属していない配偶者も含む）の方について、施設系

サービスにかかる居住費・食費の利用者負担額の負担限度

額を設け、市民税課税世帯の方が負担する平均的な費用（基

準費用額）と負担限度額の差額を保険給付で補う。 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 

 

収入が世帯で年間 150 万円（世帯員加算あり）以下等の

生計困難な方などに対し、社会福祉法人等が提供するサー

ビスの利用者負担額から 25％が軽減される。 

生活保護受給者についても、個室の利用に係る居住費（滞

在費）に限り、全額が軽減される。 
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具体的な取組 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

自然災害等にかかる情報収集 随時 随時 随時 

自然災害等にかかる情報発信 随時 随時 随時 

感染症にかかる情報収集 随時 随時 随時 

感染症にかかる情報発信 随時 随時 随時 

福祉避難所の災害時対応訓練 1 回 1 回 1 回 

 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 
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４ 横手市介護保険条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１７２号 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 介護認定審査会（第７条・第８条） 

第３章 保険給付（第９条） 

第４章 指定地域密着型サービス事業者の指定等（第９条の２～第９条の４） 

第５章 地域支援事業（第１０条～第１２条） 

第６章 保健福祉事業（第１３条） 

第７章 地域包括支援センター（第１４条～第１８条） 

第８章 保険料（第１９条～第２９条） 

第９章 介護保険運営協議会（第３０条） 

第１０章 雑則（第３１条・第３２条） 

第１１章 罰則（第３３条・第３４条） 

附則 

 

第１章 総則 

（基本理念） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に

定めるもののほか、横手市における要介護者等の介護及び自立支援に関する施策の実

施に関し、必要な事項を定めることによって、要介護者等の保健、医療及び福祉の増

進を図り、市民の地域福祉の安定向上に資するものとする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条に規定する基本理念を実現するため、介護に関する施策を策定し、

これを実施する責務を有する。 

２ 市は、介護に関する施策を実施するに当たっては、高齢者福祉計画との一体性を確

保した介護保険事業計画を策定するものとする。 

３ 市は、介護サービスに関する事業を行う者（以下「介護サービス事業者」とい

う。）との連携を図るものとする。また、介護サービスを利用する者（以下「介護サ

ービス利用者」という。）が必要な介護サービスを受けられるよう、介護サービス事

業者に対し適切な指導を行わなければならない。 

４ 市は、介護サービス事業者が行うサービスの質の評価及び改善に関する方策につい

て、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（介護サービス事業者の責務） 

第３条 介護サービス事業者は、基本理念に基づき、その事業を行うに当たっては、市

の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。 

２ 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。
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（１） 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等

について十分な説明をした上で同意を得ること。 

（２） 介護サービスの提供に当たり、介護サービス利用者及びその家族等のプライ

バシーに配慮し、介護サービスの提供の過程及びその他業務上知り得た情報を、厳

格に取り扱うこと。 

（要介護者等の利用援助） 

第４条 市は、自己決定能力の低下した要介護者等がサービスを適切に運用し、及び運

営できるようにするため、次に掲げる事項を内容とする権利擁護に関する制度の的確

な運用に努めなければならない。 

（１） サービスの利用についての相談及び助言 

（２） 申込み、利用料の支払等における同行及び代弁 

（３） 前２号に掲げるもののほか、サービスの利用に必要な援助 

（苦情への対応） 

第５条 市は、要介護認定等の処分についての不服又はサービス提供に係る苦情への対

応に当たり、必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護サービス事業者は、介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス

利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第６条 市は、個人情報の保護に努め、この取扱いを適切に行わなければならない。 

 

第２章 介護認定審査会 

（介護認定審査会の委員の定数） 

第７条 法第１５条第１項に規定する横手市介護認定審査会（以下「認定審査会」とい

う。）の委員の定数は、５０人以内とする。 

２ 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（業務） 

第８条 認定審査会は、法第３８条第２項に規定する審査判定業務を行うほか、生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する介護扶助の決定のため必要があるとき

は、被保険者（法第９条に規定する被保険者をいう。）に係る審査判定業務の例によ

り、被保険者でない４０歳以上６５歳未満の要保護者（生活保護法第６条第２項に規

定する要保護者をいう。）に係る審査判定業務を行うことができるものとする。 

 

第３章 保険給付 

（保険給付） 

第９条 市は、被保険者の要介護状態又は法第７条第２項に規定する要支援状態に関

し、法令に定めるところにより、必要な保険給付を行う。 

２ 市は、法第１８条第１号に規定する介護給付として、次の各号に掲げる給付を行

う。 
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（１） 法第４１条に規定する居宅介護サービス費の支給 

（２） 法第４２条に規定する特例居宅介護サービス費の支給 

（３） 法第４２条の２に規定する地域密着型サービス費の支給 

（４） 法第４２条の３に規定する特例地域密着型サービス費の支給 

（５） 法第４４条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給 

（６） 法第４５条に規定する居宅介護住宅改修費の支給 

（７） 法第４６条に規定する居宅介護サービス計画費の支給 

（８） 法第４７条に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給 

（９） 法第４８条に規定する施設介護サービス費の支給 

（10） 法第４９条に規定する特例施設介護サービス費の支給 

（11） 法第５１条に規定する高額介護サービス費の支給 

（12） 法第５１条の２に規定する高額医療合算介護サービス費の支給 

（13） 法第５１条の３に規定する特定入所者介護サービス費の支給 

（14） 法第５１条の４に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給 

３ 市は、法第１８条第２号に規定する予防給付として、次の各号に掲げる給付を行

う。 

（１） 法第５３条に規定する介護予防サービス費の支給 

（２） 法第５４条に規定する特例介護予防サービス費の支給 

（３） 法第５４条の２に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給 

（４） 法第５４条の３に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給 

（５） 法第５６条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給 

（６） 法第５７条に規定する介護予防住宅改修費の支給 

（７） 法第５８条に規定する介護予防サービス計画費の支給 

（８） 法第５９条に規定する特例介護予防サービス計画費の支給 

（９） 法第６１条に規定する高額介護予防サービス費の支給 

（10） 法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給 

（11） 法第６１条の３に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給 

（12） 法第６１条の４に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給 

 

第４章 指定地域密着型サービス事業者の指定等 

（指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第９条の２ 法第７８条の２第１項の条例で定める数は２９人以下とし、同条第４項第

１号の条例で定める者は法人又は病床を有する診療所を開設している者（介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第１７条の１

２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。）と

する。 

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定） 

第９条の３ 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定介護予防支援事業者の指定） 
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第９条の４ 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

 

第５章 地域支援事業 

（地域支援事業） 

第１０条 市は、被保険者（市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市の

区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を

含む。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防

止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行う

ため、厚生労働省令で定める基準に従い、地域支援事業として、法第１１５条の４５

第１項に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）を行うも

のとする。 

２ 市は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者の要介護状態等となるこ

とを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるように支援するため、地域支援事業とし

て、法第１１５条の４５第２項に掲げる事業を行うものとする。 

３ 市は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項に掲げる事業のほか、厚生労働省

令で定めるところにより、地域支援事業として、法第１１５条の４５第３項に掲げる

事業を行うことができる。 

（利用料金） 

第１１条 地域支援事業の利用料金は、別に定める。 

（実施の委託） 

第１２条 市は、法第１１５条の４６第１項の包括的支援事業（以下「包括的支援事

業」という。）について、法第１１５条の４７第１項に定める者に対し委託すること

ができる。 

２ 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行うものとす

る。 

３ 市は、法第１１５条の４５第１項第１号並びに同条第２項及び第３項に掲げる事業

の全部又は一部について、市が適当と認める者に対し、その実施を委託することがで

きる。 

４ 地域支援事業に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第６章 保健福祉事業 

（保健福祉事業） 

第１３条 市は、法第１１５条の４９の保健福祉事業として、介護用品支給券支給事業

を行うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第７章 地域包括支援センター 

（設置） 
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第１４条 市は、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、法第１１５

条の４６第２項の規定に基づき地域包括支援センター（以下「包括支援センター」と

いう。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第１５条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

横手市東部地域包括支援センター 横手市中央町8番2号 

横手市西部地域包括支援センター 横手市大森町字菅生田245番地206 

横手市南部地域包括支援センター 横手市十文字町字海道下12番地5 

（事業） 

第１６条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。 

（１） 包括的支援事業 

（２） 施行規則第１４０条の６４第１号に掲げる事業 

（３） 施行規則第１４０条の６４第３号に掲げる事業（市が事業を実施する場合に

限る。） 

（４） 法第８条の２第１６項の介護予防支援事業（法第５８条に規定する指定介護

予防支援事業者である包括支援センターに限る。） 

（５） 法第１１５条の４５第１項第１号に掲げる第１号介護予防支援事業（居宅要

支援被保険者に係るものを除く。） 

（利用対象者） 

第１７条 包括支援センターの利用対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める者とする。 

（１） 市内に居住するおおむね６５歳以上の者であって、在宅において、身体の虚

弱等のため日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とす

る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。 

（２） 法第５３条に規定する居宅要支援被保険者 

（横手市地域包括支援センター運営協議会） 

第１８条 市は、包括支援センターの中立性を確保するとともに、その運営を支援する

ため、横手市地域包括支援センター運営協議会を設置する。 

２ この条例に定めるもののほか、横手市地域包括支援センター運営協議会に関し必要

な事項は、要綱で定める。 

 

第８章 保険料 

（賦課根拠） 

第１９条 市は、法第１２９条の規定に基づいて、介護保険料（以下「保険料」とい

う。）を課する。 

２ 保険料の賦課徴収について、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 



  

137 

 
 

 

４ 
 

横
手
市
介
護
保
険
条
例 

 

資料編 

（保険料率） 

第２０条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３

８条第１項第１号に掲げる者 ３６，７００円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ５５，２００円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５５，６００円 

（４） 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ７２，６００円 

（５） 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ８０，７００円 

（６） 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９６，８００円 

（７） 令第３８条第１項第７号に掲げる者 １０４，９００円 

（８） 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １２１，０００円円 

（９） 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３７，１００円 

（10） 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １５３，３００円 

（11） 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １６９，４００円 

（12） 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １８５，６００円 

（13） 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １９３，６００円 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第１項第１号に該

当する者の令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定

にかかわらず、２２，９００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用する。

この場合において、前項中「２２，９００円」とあるのは、「３９，１００円」と読

み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第２項中「２２，９００円」とあるのは、「５５，２００

円」と読み替えるものとする。 

（普通徴収に係る納期等） 

第２１条 普通徴収（法第１３１条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）の方法に

よって徴収する保険料の納期（以下「納期」という。）は、法第１３３条の規定によ

り、次のとおりとする。 

第１期 ７月１日から同月３１日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 

第３期 ９月１日から同月３０日まで 

第４期 １０月１日から同月３１日まで 

第５期 １１月１日から同月３０日まで 

第６期 １２月１日から同月３１日まで 
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第７期 翌年１月１日から同月３１日まで 

第８期 翌年２月１日から同月２８日まで（ただし、閏年は２９日まで） 

２ 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第１号被保険者につ

いては、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合に

おいて、市長は、当該第１号被保険者に対して、その別に定めた納期を通知しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の場合において必要と認められるときには、当該第１号被保険者の連

帯納付義務者（法第１３２条第２項及び第３項の規定により保険料を連帯して納付す

る義務を負う者をいう。第２４条第２項において同じ。）に対して、その別に定めた

納期を通知しなければならない。 

（第１号被保険者の保険料の納入通知書） 

第２２条 第１号被保険者の保険料の納入通知書は、市長の定める様式による。 

２ 前項の納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の保険料率を前条第

１項の納期の数で除して得た額とする。 

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又はその分割金額が１００

円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合

算するものとする。 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱い） 

第２３条 保険料の賦課期日（法第１３０条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下

同じ。）後に第１号被保険者の資格を取得した場合における当該第１号被保険者に係

る保険料額の算定は、当該第１号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りを

もって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における当該第１号被

保険者に係る保険料額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前

月まで月割りをもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ（１）に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、

第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号

ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロに該当するに至った第１号被保険者に係

る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定し

た当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令

第３８条第１項第１号から第１２号までのいずれかに規定する者として月割りにより

算定した保険料の額との合算額とする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１００円未満の端数

が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。 

５ 第１項及び第３項の規定によって賦課する場合における納期は、その発生した日以

後到来する第２１条の納期において徴収するものとする。 

（保険料の額の通知） 



  

139 

 
 

 

４ 
 

横
手
市
介
護
保
険
条
例 

 

資料編 

第２４条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを速やかに第１号被保険者に通知

しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の場合において必要と認められるときには、当該第１号被保険者の連

帯納付義務者に対して、保険料の額を通知しなければならない。 

第２５条 削除 

（延滞金） 

第２６条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者が督促

状の指定期限までに保険料を納付しない場合においては、当該納付金額にその納期限

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年１４．６パーセント（納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付

金額に１，０００円未満の端数があるとき、又はその保険料額の全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

３ 延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円

未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 市長は、延滞金額の徴収に関しやむを得ない事由があると認める場合においては、

第１項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。 

５ 第１項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

（保険料の徴収猶予） 

第２７条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりそ

の納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合に

おいては、当該納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる

金額を限度として、１年以内の期間に限って、その保険料の徴収を猶予することがで

きる。 

（１） 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、

風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につ

いて著しい損害を受けたとき。 

（２） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又

はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者

の収入が著しく減少したとき。 

（３） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又

は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 

（４） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ば

つ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著し

く減少したとき。 

（５） 前各号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 
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２ 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提

出しなければならない。 

（１） 第１号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所 

（２） 保険料及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収（法第１３５条に規

定する「特別徴収」をいう。以下同じ。）対象年金給付の支払に係る月 

（３） 徴収猶予を必要とする理由 

（保険料の減免） 

第２８条 市長は、保険料の納付義務者が前条第１項各号のいずれかに該当する場合で

あって、かつ、その程度が甚大であるため、その者から保険料を徴収することが適当

でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減

額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険

料を徴収されている者については納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料

を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前月末日まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を

添付して、これを市長に提出しなければならない。 

（１） 第１号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所 

（２） 減免を受けようとする保険料及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴

収対象年金給付の支払に係る月 

（３） 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由がすべて消滅したとき

は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（保険料に関する申告） 

第２９条 第１号被保険者は、毎年度４月１５日まで（保険料の賦課期日後に第１号被

保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から１５日以内）に、第１号被

保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の

課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を、市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、当該第１号被保険者及び当該者の属する世帯主及び世帯員の前

年中の所得につき、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項の

申告書（当該第１号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべて

が同法第３１７条の２第１項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第３１７条の６第１項又は第３

項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書）が市長に提出されている場合におい

ては、この限りでない。 

 

第９章 介護保険運営協議会 

（目的及び設置） 
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第３０条 市は、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、被保険者の意見を反映さ

せるため、介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、介護保険事業のほか高齢者保健福祉施策のうち、同保険事業に関連する

事項を調査審議する。 

３ 協議会は、委員３２人以内をもって組織する。 

４ 協議会の運営について必要な事項は、市長が定める。 

 

第１０章 雑則 

（横手市行政手続条例の適用除外） 

第３１条 横手市行政手続条例（平成１７年横手市条例第１３号）第３条又は第４条に

定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為につ

いては、同条例第２章（第８条を除く。）及び第３章（第１４条を除く。）の規定

は、適用しない。 

２ 横手市行政手続条例第３条、第４条又は第３３条第４項に定めるもののほか、徴収

金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導（同条例

第２条第７号に規定する行政指導をいう。）については、同条例第３３条第３項及び

第３４条の規定は、適用しない。 

（委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

 

第１１章 罰則 

第３３条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処する。 

（１） 法第１２条第１項本文の規定による届出をしない者（同条第２項の規定によ

りその第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。）又

は虚偽の届出をした者 

（２） 法第３０条第１項後段、法第３１条第１項後段、法第３４条第１項後段、法

第３５条第６項後段、法第６６条第１項若しくは第２項又は法第６８条第１項の規

定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者 

（３） 正当な理由がなくて、法第２０２条第１項の規定により文書その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

第３４条 偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金（法第１

５０条第１項に規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除く。）

の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処す

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の横手市介

護保険条例（平成１２年横手市条例第１２号）、増田町介護保険条例（平成１２年増

田町条例第２号）、平鹿町介護保険条例（平成１２年平鹿町条例第３号）、雄物川町

介護保険条例（平成１２年雄物川町条例第３号）、大森町介護保険条例（平成１２年

大森町条例第４号）、十文字町介護保険条例（平成１２年十文字町条例第５号）、大

雄村介護保険条例（平成１２年大雄村条例第１４号）又は山内村介護保険条例（平成

１２年山内村条例第１８号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

３ 平成１７年度までの分として賦課すべき保険料に係る保険料率の適用、保険料額の

算定及び普通徴収に係る納期については、なお合併前の条例の例による。 

４ 平成１７年度中の市内の異動に係る賦課徴収は、合併前の保険料額を継続し、新た

に第１号被保険者の資格を取得した場合については、当該資格を取得した日に住所を

有する区域の合併前当該市町村における保険料額を算定し、徴収する。 

５ この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併

前の条例の例による。 

（平成１８年度及び平成１９年度における保険料率の特例） 

６ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令（平成１８年政令第２８号。次項において「平成１８年介護保険等改正令」と

いう。）附則第４条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する第１号被保険者の

平成１８年度の保険料率は、第１９条第２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の

規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。以下同じ。）が課されていないものとした場合、第１９条第２項第１号

に該当するもの ２３，６００円 

（２） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第２号に該当するもの ２３，６００円 

（３） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第３号に該当するもの ２９，７００円 

（４） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第５号）

附則第６条第２項の適用を受けるもの（以下この項において「第２項経過措置対象

者」という。）に限る。）が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が
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課されていないものとした場合、第１９条第２項第１号に該当するもの ２６，９

００円 

（５） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第２

号に該当するもの ２６，９００円 

（６） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第３

号に該当するもの ３２，６００円 

（７） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第４

号に該当するもの ３８，７００円 

７ 平成１８年介護保険等改正令附則第４条第１項第３号又は第４号のいずれかに該当

する第１号被保険者の平成１９年度の保険料率は、第１９条第２項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

（１） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第１号に該当するもの ２９，７００円 

（２） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第２号に該当するもの ２９，７００円 

（３） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第３号に該当するもの ３２，６００円 

（４） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正する法律附則第６条第４項の適用を

受けるもの（以下この項において「第４項経過措置対象者」という。）に限る。）

が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした

場合、第１９条第２項第１号に該当するもの ３５，９００円 

（５） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第２

号に該当するもの ３５，９００円 

（６） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税
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法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第３

号に該当するもの ３８，７００円 

（７） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第４

号に該当するもの ４１，６００円 

（平成２０年度における保険料率の特例） 

８ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令の一部を改正する政令（平成１９年政令第３６５号）による改正後の平成１８

年介護保険等改正令（以下この項において「新平成１８年介護保険等改正令」とい

う。）附則第４条第１項第５号又は第６号のいずれかに該当する第１号被保険者の平

成２０年度の保険料率は、第１９条第２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第１号に該当するもの ２９，７００円 

（２） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第２号に該当するもの ２９，７００円 

（３） 第１９条第２項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、第１９条第２項第３号に該当するもの ３２，６００円 

（４） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（新平成１８年介護保険等改正令附則第４条第１項第５号に該

当する者（以下この項において「第５号該当者」という。）に限る。）が平成２０

年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

９条第２項第１号に該当するもの ３５，９００円 

（５） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第２号に該当

するもの ３５，９００円 

（６） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第３号に該当

するもの ３８，７００円 

（７） 第１９条第２項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されていないものとした場合、第１９条第２項第４号に該当

するもの ４１，６００円 
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（延滞金の割合の特例） 

９ 当分の間、第２６条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定

する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下こ

の項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）

とする。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

１０ 令和２年２月１日から令和５年３月３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。）が定められ

ている保険料（第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に法第１２条第１

項の規定による届出が行われなかったため令和２年２月１日以降に納期限が定められ

ている保険料であって、当該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以

内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定められるべきものを除く。）の

減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第２８条第１項に規定する保

険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。 

（１） 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。次号に

おいて同じ。）により、第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者

（以下「主たる生計維持者」という。）が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

（２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不

動産収入、山林収入又は給与収入（以下この号において「事業収入等」という。）

の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。 

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等によ

り補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業

収入等の額の１０分の３以上であること。 

イ 主たる生計維持者の合計所得金額（令第２２条の２第１項に規定する合計所得

金額をいう。）のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の

前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

１１ 前項の場合における第２８条第２項の規定の適用については、同項中「提出しな

ければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長はこれによ

り難い事情があると認めたときは、別に申請期限を定めることができる」とする。 

附 則（平成１８年３月２７日条例第５０号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（横手市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止） 

２ 横手市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例（平成１７年横手市条例第１７

３号）は、廃止する。 

附 則（平成２０年３月２１日条例第１８号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日条例第２４号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１９日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第１０条の改正規定及び

第１２条第１項の改正規定は、平成２１年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１９条の規定は、平成２１年度以降の年度分の保険料について適用し、

平成２０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

（平成２１年度から平成２３年度における保険料率の特例） 

３ 第１９条の規定にかかわらず、平成２１年度から平成２３年度までの各年度におけ

る保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ２３，３００円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ２３，３００円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ３５，０００円 

（４） 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ４６，７００円 

（５） 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ５８，３００円 

（６） 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ７０，０００円 

附 則（平成２３年３月１８日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第９号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１９日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１９条の規定は、平成２４年度以降の年度分の保険料について適用し、

平成２３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年１２月１２日条例第５１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２５年１２月１８日条例第４８号） 

この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市介護保険条例第１９条の規定は、平成２７年度分の

保険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２９年３月２２日条例第１１号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２２日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市介護保険条例第１９条の規定は、平成３０年度分の

保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成３０年９月２１日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月１９日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の横手市介護保険条例の規定は、平成３

１年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市介護保険条例第１９条の規定は、令和元年度分の保

険料から適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（令和２年６月１８日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の横手市介護保険条

例の規定は令和２年２月１日から、第２条の規定による改正後の横手市介護保険条例

の規定は令和２年４月１日から適用する。 

（適用区分） 
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２ 第２条の規定による改正後の横手市介護保険条例第１９条の規定は、令和２年度分

の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和２年９月１７日条例第２５号） 

この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月１６日条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の各条例の規定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する

延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和３年３月１８日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市介護保険条例第２０条の規定は、令和３年度分の保

険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（令和３年６月１７日条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第１０項及び次項

の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第１０項の規定

の適用については、同項第２号イ中「令第２２条の２第１項」とあるのは、「健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）第７条の規定による

改正前の令第２２条の２第１項」とする。 

附 則（令和４年５月１３日条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横手市介護保険条例附則第

１０項の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月１７日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて発した督促に伴う督

促手数料については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市介護保険条例第２０条の規定は、令和６年度分の保

険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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５ 横手市介護保険条例施行規則 

平成１７年１０月１日 

規則第１５６号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、横手市介護保険条例(平成１７年横手市条例第１７２号。以下「条

例」という。) 第３２条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

(介護保険資格者証) 

第２条 介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)第３５条第１項、第４０条

第１項、第４２条第１項、第４９条第１項、第５４条第１項、第５５条の２第１項及

び第５９条第１項の規定により被保険者証を市へ提出した被保険者に対し、市長が必

要と認めた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した介護保険資格者証を交付するこ

とができる。 

(１) 被保険者番号 

(２) 氏名 

(３) 住所 

(４) 生年月日 

(５) 性別 

(６) 現に受けている要介護・要支援状況区分及び有効期限 

(７) 前各号に掲げるもののほか特記すべき事項 

(審査会委員) 

第３条 介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。) 第１４条に基づく

横手市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。) における審査判定の公平性を確

保するため、法第１５条第２項に基づき市長が任命する認定審査会の委員(以下「審査

会委員」という。) に原則として保険者である市の職員を充てることができない。た

だし、市長が必要と認めたときは、保健、医療又は福祉の専門職であって、法第１９

条第１項の要介護認定又は同条第２項の要支援認定に係る調査(以下「認定調査」とい

う。) 等の介護保険事務に直接従事していない市職員を審査会委員とすることができ

る。 

２ 審査会委員は、市における認定調査に原則として従事することはできない。ただ

し、他に適当な者がいない等の理由で審査会委員が認定調査に従事することを市長が

認めたときは、この限りでない。 

３ 前項ただし書の場合において、当該審査会委員が認定調査を行った審査対象者の審

査判定については、当該審査会委員が所属する合議体で行うことができない。 

(審査会副会長) 

第４条 介護保険法施行令(平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。) 第７条

第３項の委員は、認定審査会の副会長(以下「審査会副会長」という。) とする。 

(合議体) 

第５条 認定審査会に設置する合議体の数は、８とする。

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000064
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000064
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000099
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２ 合議体は、審査会会長が招集する。 

３ 各合議体に政令第９条第２項の規定による合議体の長(以下「委員長」という。) の

指名により副委員長１人を置き、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を

代理する。 

４ 合議体は所属する審査会委員を固定した構成とし、審査会委員は所属しない合議体

における審査判定に加わることはできない。 

５ 複数の合議体に、特定の分野に専門知識を有する審査会委員を所属させることがで

きる。 

６ 政令第９条第３項の合議体を構成する委員の定数は、７人以内とする。 

(協議会の所掌事項) 

第６条 条例第３０条第２項に規定する介護保険運営協議会(以下「協議会」という。) 

が調査審議する事項は、次のとおりとする。 

(１) 介護保険事業計画の策定及び改定 

(２) 介護保険事業計画の進行状況の管理及び評価 

(３) 介護サービスへの苦情調整及び処理 

(４) 介護保険事業の実施に関連する事項及び高齢者保健福祉施策のうち介護保険に

関連する事項 

(協議会の構成) 

第７条 協議会は、次の各号を代表する委員(以下「協議会委員」という。) で構成す

る。 

(１) 被保険者 

(２) 介護サービスに関する事業に従事する者 

(３) 保健、福祉又は医療に関し学識経験を有する者 

２ 協議会委員は、市長が委嘱する。ただし、前項第１号を代表する協議会委員の選定

にあたっては、法第９条第１号に規定する第１号被保険者及び同条第２号に規定する

第２号被保険者への公募を行うことを原則とする。 

(協議会の会長及び副会長) 

第８条 協議会に会長(以下「協議会会長」という。)１人及び副会長(以下「協議会副会

長」という。)１人を置き、協議会の委員(以下「協議会委員」という。) の互選によ

りこれを定める。 

２ 協議会会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 協議会副会長は協議会会長を補佐し、協議会会長に事故があるとき、又は協議会会

長が欠けたときはその職務を代行する。 

(協議会の会議) 

第９条 協議会会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、協議会委員の過半数が出席し、かつ、第７条第１項各号の協議会

委員１人以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は出席協議会委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは協議会会

長の決するところによる。 

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j30_k2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000165
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000165
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000165
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(関係者の出席) 

第１０条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

(協議会の会議の非公開) 

第１１条 協議会は、被保険者の個人情報の保護等の必要があると認めるときは、その

会議を非公開とすることができる。 

(協議会委員の任期) 

第１２条 協議会委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 市長は、第７条第１項第２号及び第３号の規定により委嘱した者を再任することが

できる。 

(協議会の部会) 

第１３条 協議会会長は、必要と認めるときは、協議会会長の指名する協議会委員によ

って構成される部会を設置することができる。 

(守秘義務) 

第１４条 審査会委員及び協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第１５条 認定審査会及び協議会の庶務は、市民福祉部まるごと福祉課において処理す

る。 

(保険料の減免対象者) 

第１６条 保険料の減免対象者は、第１号被保険者とする。ただし、第１号被保険者及

びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が１,０００万円

以下の者でなければならない。 

(保険料の減免範囲) 

第１７条 条例第２８条第１項の規定による条例第２７条第１項第５号に該当する場合

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(１) 条例第２０条第１項第２号又は第３号に該当する第１号被保険者が個人住民税

を課税されている者の扶養を受けておらず、生活保護の申請を行えば扶助を受給で

きる程度の生活実態にある場合 

(２) 第１号被保険者が法第６３条に規定する施設に拘禁された場合において、その

期間が１月を超える場合 

２ 条例第２７条の規定による徴収猶予を行っても負担能力がないと認められる者に対

しては、保険料を減額し、又は免除することができる。 

３ 前項の負担能力の有無は、給与、預貯金、各種年金退職金、補償金及びその他の収

入、資産等を総合的に判断し、市長が決定するものとする。 

(減免割合等) 

第１８条 前条の規定に該当する者の減免割合又は減免額は、別表のとおりとする。 

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000168
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000171
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j28_k1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g5
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000267
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j20_k1_g2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j20_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000295
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000258
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000510
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２ 別表において２以上の事由に該当する者は、減免割合又は減免額の大きい規定を適

用する。 

(減免の決定等) 

第１９条 市長は、条例第２８条第２項の規定により減免申請書を受理したときは、そ

の内容を調査し、減免の承認又は不承認を決定したときは、その旨を申請者に通知し

なければならない。 

２ 市長は、申請者が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査に応じないとき

は、申請を却下するものとする。 

(減免の取消し) 

第２０条 市長は、虚偽の申請をし、減免の適用を受けた者に対しては、既に行った減

免を取り消すものとする。 

(その他) 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

(協議会委員の任期の特例) 

２ 第１２条の規定にかかわらず、この規則の施行により委嘱された協議会委員の最初

の任期は、平成２１年３月３１日までとする。 

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険

料の減免等) 

３ 第１８条第１項の規定にかかわらず、条例附則第１０項に該当する者の減免の割合

は、次のとおりとする。 

事由 減額又は免除の割合 

条例附則第１０項

第１号 

１０分の１０ 

条例附則第１０項

第２号 

事業を廃止した者 当該第１号被保険者の保険料額

に第１号被保険者の属する世帯

の主たる生計維持者(以下「主

たる生計維持者」という。) の

減少することが見込まれる事業

収入等に係る前年の所得額(減

少することが見込まれる事業収

入等が２以上ある場合はその合

計額) を乗じて得た額を主たる

生計維持者の前年の合計所得金

額で除して得た額(以下「対象

保険料額」という。) の１０分

の１０ 

失業した者 

当該第１号被保険者の属する世

帯の主たる生計維持者の前年の

合計所得金額(介護保険法施行

令(平成１０年政令第４１２号)

第２２条の２第１項に規定する

合計所得金額をいう。以下この

項において同じ。) が２,１０

０,０００円以下の者 

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000510
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j28_k2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000218
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000307
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=f1_j0_k10
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=f1_j0_k10_g1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=f1_j0_k10_g1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=f1_j0_k10_g2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=f1_j0_k10_g2
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前年の合計所得金額が２,１０

０,０００円を超える者 

対象保険料額の１０分の８ 

附 則(平成１９年３月２８日規則第２０号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の横手市介護保険条例施行規則の規定

は、平成１８年４月１日から適用する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行前にこの規則による改正前の横手市介護保険運営協議会規則(平成１

７年横手市規則第１５７号)及び横手市介護認定審査会運営規則(平成１７年横手市規

則第１５８号)の規定によりなされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後

の横手市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と

みなす。 

(横手市介護保険運営協議会規則等の廃止) 

３ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 横手市介護保険運営協議会規則 

(２) 横手市介護認定審査会運営規則 

附 則(平成２０年３月３１日規則第１７号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２３年４月１日規則第１６号) 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則(平成２５年４月１日規則第１８号) 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則(平成３１年３月２９日規則第１８号) 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則(令和２年６月１８日規則第２５号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和２年６月１８日から施行し、改正後の横手市介護保険条例施行規

則の規定は、令和２年２月１日から適用する。 

(横手市介護保険料減免取扱規則の廃止) 

２ 横手市介護保険料減免取扱規則(平成１７年横手市規則第１５９号)は、廃止する。 

附 則(令和３年３月１８日規則第１８号) 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年６月１７日規則第３４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第３項の規定は、令和３年４月１

日から適用する。 

(経過措置) 

２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。 

附 則(令和５年３月２８日規則第２０号) 
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この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則(令和５年４月１日規則第３８号) 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表(第１８条関係) 

事由 減額又は免除の割合 

条例第２７条

第１項第１号 

住宅又は家財

の損害による

減免 

損害の程度が

１０分の３以

上１０分の５

未満のとき。 

前年の合計所

得金額が５,０

００,０００円

以下 

２分の１ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

以下 

４分の１ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

超 

８分の１ 

損害の程度が

１０分の５以

上のとき。 

前年の合計所

得金額が５,０

００,０００円

以下 

１０分の１０ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

以下 

２分の１ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

超 

４分の１ 

条例第２７条

第１項第２号 

災害による障害者(地方税法(昭和２５年法律第２

２６号)第２９２条第１項第１０号に規定する障

害者)となったとき。 

１０分の９ 

死亡、障害、長期間入院により

収入が減少したとき。 

無収入となっ

たとき。 

１０分の７ 

収入が３分の

２以上減少し

たとき。 

１０分の５ 

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g2
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収入が２分の

１以上減少し

たとき。 

１０分の３ 

条例第２７条

第１項第３号 

事業又は業務の休廃等止、著し

い損失、失業により収入が減少

したとき。 

無収入となっ

たとき。 

１０分の７ 

収入が３分の

２以上減少し

たとき。 

１０分の５ 

収入が２分の

１以上減少し

たとき。 

１０分の３ 

条例第２７条

第１項第４号 

農作物の被害

による減免 

損害額の合計が

平年における農

作物による収入

額の合計額の１

０分の３以上の

とき。 

前年の合計所

得金額が３,０

００,０００円

以下 

１０分の１０ 

前年の合計所

得金額が４,０

００,０００円

以下 

１０分の８ 

前年の合計所

得金額が５,５

００,０００円

以下 

１０分の６ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

以下 

１０分の４ 

前年の合計所

得金額が７,５

００,０００円

超 

１０分の２ 

第１７条第１

項第１号 

条例第２０条第１項第２号又は第３号に規定する保険料の額から

条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の額を減じて得た額 

第１７条第１

項第２号 

事由が生じた日の属する月から当該事由が消滅した日の属する月

の前月までの当該被保険者に係る保険料の１０分の１０ 

 

 

 

https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g4
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j27_k1_g4
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000267
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000267
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j20_k1_g2
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j20_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000483.html?id=j20_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000272
https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00000484.html#e000000272
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